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山陽小野田市農業委員会 

第１８回 

総 会 議 事 録 
 

１．開催日時 令和６年１２月１３日午後１時３０分から午後２時３０分 
 
２．開催場所 山陽小野田市保健センター２階 集団指導室 
 

３．出席委員 

     会     長    １  田 尾 光 一 

会長職務代理者   １４  五十嵐  奨 

委     員    ２  二 井 一 夫 

３  藤 井  豊 

４  森 田 祐 三 

                ８  緒 方  始 

                ９  藤 田  勲 

１０  池 田 直 美 

１１  辻 村 勝 好 

１２  村 上 雅 彦 

１３  國 吉  彰 

４．欠席委員       

 

 

５  田 中  覺 

６  相 本 まゆみ 

                ７  中 島 由紀子 
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５．議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

  第２ 議案第 ７９号  農地法第３条 権利の移動 

議案第 ８０号  農地法第５条 転用を目的とする権利移動 

報告第 ２９号  水田埋立畑地造成事前申出について 

報告第 ３０号  農地法第５条第１項ただし書きの規定による届出について  

報告第 ３１号  農地法第 18 条第 6 項の規定による通知について 

議案第 ８１号  農用地利用集積計画について 

議案第 ８２号  農用地利用集積等促進計画(配分)の案について 

報告第 ３２号  非農地判定による通知について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．農業委員会事務局職員 

     事 務 局 長 伊與木  登 

     事務局次長 藤 上 尚 美 

     事務局参事 幡 生 隆太郎 
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7.議会の概要 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

９番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

定刻になりましたので、只今より第 18 回山陽小野田市農業委員会総会

を開会いたします。 

（起立、礼、着席） 

本総会から、携帯電話・スマートフォンの電源は切ることとしますの

で、よろしくお願いします。 

本日の欠席委員は、田中委員、相本委員、中島委員です。 

それでは議事日程のとおり進めてまいりたいと思います。 

本日の議事録署名は 8 番緒方委員と 9 番藤田委員にお願いします。 

それでは議事に入ります。 

議案第 79 号、「農地法第 3 条の規定による許可申請について」を上程

します。事務局の説明を求めます。 

今月の農地法第 3 条の許可申請は 3 件です。 

議案第 79 号番号 55 について議案書をもとに説明いたします。 

2 ページをご覧ください。 

申請地は、市役所から西へ約 1.8ｋｍに位置する第１種農地です。 

申請内容は下表のとおりです。 

公図は 3 ページをご覧ください。 

本件は農地法第 3 条第 2 項に該当していないため、許可の要件を満た

していると考えられます。 

次に現地調査報告をお願いします。 

現地の報告をさせていただきます。 

１２月５日に事務局２名と辻村委員、私の４名で現地の確認を行いま

した。 

周辺の状況は、北が宅地、南側が宅地と畑、東と西は道路となってい

ました。 

申請地の状況は、芝生を栽培中でした。 

譲渡人は遠方に居住しており、維持管理が困難なことから譲渡するそ

うです。譲受人は、造園工事の請負、施工を営んでおり、造園に使う芝

生の栽培地を探しており、今回譲り受けることにしたそうです。 

以上の事から特に問題ないと思います。 

報告を終わります。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたらこれより採決に入ります。 

議案第 79 号番号 55 に賛成の方の挙手を求めます。 
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(全委員挙手) 

全員賛成により原案どおり承認することといたします。   

次に番号 56 について事務局の説明を求めます。 

議案第 79 号番号 56 について議案書をもとに説明いたします。 

4 ページをご覧ください。 

申請地は、埴生支所から西へ約 1.9ｋｍに位置する農用地区域内農地で

す。 

申請内容は下表のとおりです。 

公図は 5 ページをご覧ください。 

本件は農地法第 3 条第 2 項に該当していないため、許可の要件を満た

していると考えられます。 

次に現地調査報告をお願いします。 

現地の報告をさせていただきます。 

周辺の状況は、埴生干拓内なので、全て畑地です。 

申請地の状況は、ビニールハウスが８棟建っており、全てのハウスで

ほうれん草が栽培してありました。 

譲渡人は、後継者がおらず、自身での耕作が困難となったため、譲渡

するそうです。 

譲受人は申請地にて約 10 年間ほうれん草を耕作しており、農業機械等

も揃っていることから耕作可能だと思います。 

以上の事から特に問題ないと思います。 

これで報告を終わります。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたらこれより採決に入ります。 

議案第 79 号番号 56 に賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により原案どおり承認することといたします。 

次に番号 57 について事務局の説明を求めます。 

議案第 79 号番号 57 について議案書をもとに説明いたします。 

6 ページをご覧ください。 

申請地は、総合事務所から北東へ約 2.1ｋｍに位置する農用地区域内農

地です。 

申請内容は下表のとおりです。 

公図は 7 ページ・8 ページをご覧ください。 

本件は農地法第 3 条第 2 項に該当していないため、許可の要件を満た

していると考えられます。 
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次に現地調査報告をお願いします。 

現地の報告をさせていただきます。 

周辺の状況は、1243 番 3 は北側が田、南側と東側が山林、西側が道路

となっていました。 

1333 番 3 から 6 は北側が田、南側と西側が道路、東側が宅地でした。 

申請地の状況は、1243 番 3 が稲刈り済みの田で保全管理中、もう一方

は地番上は分筆されていますが、1 枚の畑として利用されており、現在は

玉ねぎの栽培がされていました。 

譲渡人は、高齢で耕作が困難かつ、後継者不在とのことで譲渡するそ

うです。 

譲受人は 1.2ha を耕作中で、農業機械等も揃っていることから耕作可

能だと思います。 

以上の事から特に問題ないと思います。 

これで報告を終わります。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたらこれより採決に入ります。 

議案第 79 号番号 57 に賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により原案どおり承認することといたします。 

次に議案第 80 号「農地法第 5 条の規定による許可申請について」を上

程します。 

事務局の説明を求めます。 

今月の農地法第 5 条の許可申請は 7 件です。 

議案第 80 号番号 103 について議案書をもとに説明いたします。 

11 ページをご覧ください。 

申請地は、市役所から北西へ約 0.2ｋｍに位置する都市計画法に定めら

れた用途地域内の第 3 種農地です。 

申請内容は下表のとおりです。 

公図は 12 ページ、土地利用図は 13 ページをご覧ください。 

本件は、「第 3 種農地」であるため、許可条件を満たしていると考えら

れます。 

次に現地調査報告をお願いします。 

現地の報告をさせていただきます。 

１２月５日に事務局２名と藤田委員、私の４名で現地の確認をさせて

いただきました。 

現地の状況は、小野田警察者の西側の住宅地の一角にある畑でした。 
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その畑と隣接する農地を一体利用して自己用住宅と駐車場を建設する

ものです。 

登記地目は田となっていますが、現況は畑です。 

雨水処理に関しては、申請地北側にある水路に排水します。 

汚水に関しては、公共下水に接続します。 

周辺より１ｍ程度低いので、同レベルまで埋め立てを行います。 

進入路に関しては南側の道路からで幅員は約４ｍです。 

周辺に農地はありませんので排水等の影響はありません。 

境界に関しては既設構造物で確認できています。 

以上の事から特に問題ないと思います。 

報告を終わります。 

何か質問はありませんか。 

質問がなければ私から質問ですが、この申請は一体利用地と一緒にし

てこれだけのものを新築で建てるということですか。増築ですか。 

今回の申請地の農地部分に関しては議案書１３ページの土地利用計画

図の車のボンネットの辺りに横線があると思うのですがそちらが境界線

となっております。北側の土地を一体利用して居宅を建築します。 

申請地の建ぺい率はどうなるのですか。一体利用地も含めて計算する

のでしょうか。 

一体利用地を含めた面積で建ぺい率を計算します。今回であれば、

24.4％となりますので要件は満たしていると考えられます。 

それはわかりましたが、今回の申請は全体で何㎡あるのですか。 

12 ページの図面にありますが、合わせて 418.53 ㎡になります。 

分かりました。 

ほかに質問が無いようでしたらこれより採決に入ります。 

議案第 80 号番号 103 に賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により原案どおり承認することといたします。 

次に番号 104 について事務局の説明を求めます。 

議案第 80 号番号 104 について議案書をもとに説明いたします。 

16 ページをご覧ください。 

申請地は、市役所から北西へ約 1.2ｋｍに位置する都市計画法に定めら

れた用途地域内の第 3 種農地です。 

申請内容は下表のとおりです。 

公図は 17 ページ、土地利用図は 18 ページをご覧ください。 

本件は、「第 3 種農地」であるため、許可条件を満たしていると考えら
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れます。 

次に現地調査報告をお願いします。 

現地の報告をさせていただきます。 

周辺の状況は、東側に市道日の出船越線が通っており、大手スーパー

マーケットや学校なども近く、利便性の良い地域です。 

申請地の状況は、第３種農地の水田でした。 

雨水処理に関しては、南西側にある水路に排水します。 

汚水に関しては合併浄化槽にて処理します。 

埋立法面の処理に関しては、0.7m ほど埋立を行い、市道と同じレベル

に合わせます。 

申請地への進入路の位置は、図面南側からで、幅員は４ｍです。 

周辺に農地はありません。 

境界に関しては、既設構造物で確認できています。 

以上の事から特に問題ないと思います。 

これで報告を終わります。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたらこれより採決に入ります。 

議案第 80 号番号 104 に賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により原案どおり承認することといたします。 

次に番号 105 について事務局の説明を求めます。 

議案第 80 号番号 105 について議案書をもとに説明いたします。 

21 ページをご覧ください。 

申請地は、南支所から南へ約 2.4ｋｍに位置する都市計画法に定められ

た用途地域内の第 3 種農地です。 

申請内容は下表のとおりです。 

公図は 22 ページ、土地利用図は 23 ページをご覧ください。 

本件は、「第 3 種農地」であるため、許可条件を満たしていると考えら

れます。 

次に現地調査報告をお願いします。 

現地の報告をさせていただきます。 

周辺の状況は、JR 小野田線の本山駅付近です。 

申請地の状況は、調査時点では、荒廃しており、立入困難で水路等が

確認できませんでした。 

その為、後日日を改めて、再調査に行ったところ、葦等がきれいに刈

られており、境界等を確認することができました。 
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議長 

今後は現地調査時には杭等が見える程度には草刈り等をしていただき

たいなと思いました。 

雨水に関しては自然流下で既設水路に排水します。 

汚水は発生しません。 

埋立は行わず、整地程度です。 

申請地への進入路の位置は、図面南側からで、幅員は約６ｍです。 

境界に関しては畦畔と境界杭で確認できています。 

以上の事から特に問題ないと思います。 

報告を終わります。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたらこれより採決に入ります。 

議案第 80 号番号 105 に賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により原案どおり承認することといたします。 

次に番号 106 について事務局の説明を求めます。 

議案第 80 号番号 106 について議案書をもとに説明いたします。 

24 ページをご覧ください。 

申請地は、市役所から南西へ約 2.3ｋｍに位置する都市計画法に定めら

れた用途地域内の第 3 種農地です。 

申請内容は下表のとおりです。 

公図は 25 ページ、土地利用図は 26 ページをご覧ください。 

本件は、「第 3 種農地」であるため、許可条件を満たしていると考えら

れます。 

次に現地調査報告をお願いします。 

現地の報告をさせていただきます。 

周辺の状況は、北側が通路、南側が畑、東側が道路、西側が藪になっ

ていました。 

申請地の状況は、草地でした。 

雨水処理に関しては、自然流下です。 

汚水は発生しません。 

申請地への進入路の位置は、図面東側からで、幅員は 2.6ｍです。 

周辺農地への取水、排水及び進入路の影響はありません。 

境界に関しては境界杭や既設構築物で確認できています。 

以上の事から特に問題ないと思います。 

これで報告を終わります。 

何か質問はありませんか。 
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無いようでしたらこれより採決に入ります。 

議案第 80 号番号 106 に賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により原案どおり承認することといたします。 

次に番号 107 について事務局の説明を求めます。 

議案第 80 号番号 107 について議案書をもとに説明いたします。 

27 ページをご覧ください。 

申請地は、市役所から南西へ約 1.7ｋｍに位置する都市計画法に定めら

れた用途地域内の第 3 種農地です。 

申請内容は下表のとおりです。 

公図は 28 ページ、土地利用図は 29 ページをご覧ください。 

本件は、「第 3 種農地」であるため、許可条件を満たしていると考えら

れます。 

次に現地調査報告をお願いします。 

現地の報告をさせていただきます。 

周辺の状況は、高泊漁港の近隣となります。 

申請地の状況は、不耕作の畑地でした。 

雨水処理に関しては自然流下です。 

汚水に関しては、発生しません。 

埋立は行わず、整地程度です。 

申請地への進入路の位置は、南側の市道からで、幅員は３ｍです。 

周辺に農地はありません。 

境界については既設構造物で確認できています。 

その他特に問題はありません。 

報告を終わります。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたらこれより採決に入ります。 

議案第 80 号番号 107 に賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により原案どおり承認することといたします。 

次に番号 108 について事務局の説明を求めます。 

議案第 80 号番号 108 について議案書をもとに説明いたします。 

30 ページをご覧ください。 

申請地は、総合事務所から東へ約 1.4ｋｍに位置する都市計画法に定め

られた用途地域内の第 3 種農地です。 

申請内容は下表のとおりです。 
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公図は 31 ページ、土地利用図は 32 ページをご覧ください。 

本件は、「第 3 種農地」であるため、許可条件を満たしていると考えら

れます。 

次に現地調査報告をお願いします。 

現地の報告をさせていただきます。 

周辺の状況は、北側が水路を挟んで宅地、南側が市道、東側が宅地、

西側は田でした。 

申請地の状況は、保全管理中でした。 

雨水処理に関しては新設の道路側溝から北側水路へ排水します。 

汚水に関しては合併浄化槽で処理します。 

申請地への進入路の位置は図面の南側の市道からです。 

周辺農地への取水、排水及び進入路の影響はありません。 

境界に関しては既設構造物等で確認できています。 

以上の事から特に問題ないと思います。 

報告を終わります。 

何か質問はありませんか。 

なければ私から質問ですが、1,854 ㎡ありますがだいぶ大きいと思いま

すが、これは大丈夫でしょうか。 

宅地分譲なので問題ないと思います。 

分かりました。 

ほかに質問が無ければ、これより採決に入ります。 

議案第 80 号番号 108 に賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により原案どおり承認することといたします。 

次に番号 109 について事務局の説明を求めます。 

議案第 80 号番号 109 について議案書をもとに説明いたします。 

33 ページをご覧ください。 

申請地は、南支所から南へ約 1.9ｋｍに位置する都市計画法に定められ

た用途地域内の第 3 種農地です。 

申請内容は下表のとおりです。 

公図は 34 ページ、土地利用図は 35 ページをご覧ください。 

本件は、「第 3 種農地」であるため、許可条件を満たしていると考えら

れます。 

次に現地調査報告をお願いします。 

現地の報告をさせていただきます。 

周辺の状況は、休耕田と太陽光発電施設が広がっていました。 
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申請地の状況は、北側が山、西と東が田、南側には道路があります。 

雨水処理に関しては自然流下で北側と南側の水路に排水します。 

汚水の発生はありません。 

埋立は行わずに、整地程度です。 

申請地への進入路は東側の道路からですが、トラクターが入るのがや

っと位の狭さです。 

境界に関しては、畦畔等で確認できています。 

以上で報告を終わります。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたらこれより採決に入ります。 

議案第 80 号番号 109 に賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により原案どおり承認することといたします。 

次に報告第 29 号「水田埋立畑地造成事前申出について」事務局の説明

を求めます。 

今月の水田埋立畑地造成事前申出は１件です。 

報告第 29 号番号 3 について議案書をもとに説明いたします。 

37 ページをご覧ください。 

申出地は、総合事務所から北へ約 1.0ｋｍの第 1 種農地です。 

申出の内容は下表のとおりです。 

公図は 38 ページ、土地利用図は 39 ページをご覧ください。 

次に現地調査報告をお願いします。 

現地の報告をさせていただきます。 

周辺の状況は、南側が通路、それ以外は田となっています。 

申請地の状況は、保全管理中です。 

先月に畑地造成の申請が出た農地の隣で、一体利用するそうです。 

雨水処理に関しては自然流下です。 

汚水に関しては発生しません。 

申請地への進入路の位置は、南側の通路からです。 

周辺農地への取水、排水及び進入路の影響はありません。 

境界に関しては、畦畔等で確認できています。 

以上の事から特に問題ないと思います。 

現地の報告を終わります。 

何か質問はありませんか。 

申請者の住所が「インド国」となっていますが、日本人に帰化したと

いうことですか。 
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申請者はインドに在住であり、配偶者の方が市内に在住です。 

実際に耕作されるのは利用権設定にて契約を結ばれた方になります。 

分かりました。 

他に質問が無いようでしたら報告第 29 号番号 3 は原案どおり処理いた

します。 

次に報告第 30 号「農地法第 5 条第 1 項ただし書きの規定による届出に

ついて」事務局の説明を求めます。 

今月の農地法第 5 条第 1 項ただし書きの規定による届出は 1 件です。 

報告第 30 号番号 10 について議案書をもとに説明いたします。 

41 ページをご覧ください。 

届出地は、市役所から北へ約 0.7ｋｍの第 3 種農地です。 

内容は下表のとおりです。 

公図は 42 ページ、土地利用図は 43 ページを御覧ください。 

事業終了後、原形復旧されます。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたら報告第 30 号番号 10 は原案どおり処理いたします。 

次に報告第 31 号「農地法第 18 条第 6 項の規定による通知について」

事務局の説明を求めます。 

44 ページから 46 ページをご覧ください。 

今月の農地法第 18 条第 6 項の規定による通知は番号 62 から 83 までの

22 件で、現契約を合意により解約するものです。 

ご審議をお願いします。 

何か質問はありませんか。 

質問がなければ私から質問ですが、かなりの量の解約ですが、この後

の耕作者は決まっていますか。 

決まっております。次回総会で出る予定です。 

分かりました。 

他に無いようでしたら報告第 31 号は原案どおり処理いたします。 

次に、議案第 81 号「農用地利用集積計画」を上程します。 

なお、農業委員会等に関する法律第三十一条の規定により、五十嵐委

員、藤井委員及び村上委員に関しては議事に参与することができません

ので、退室をお願いします。 

(委員３名 退室) 

それでは、事務局の説明を求めます。 

48 ページから 62 ページまでをご覧ください。 

議案第 81 号「農用地利用集積計画」について議案書をもとに説明します。 
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今月の農業経営基盤強化促進法第 18 条に基づく農用地利用集積計画

は、整理番号 122 番から 244 番までの合計で 123 件、281 筆、492,750 ㎡

でございます。 

ご審議をお願いします。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたら採決に入ります。 

賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により、議案第 81 号は原案どおり決定することとします。 

退室された委員の方は席へお戻りください。 

(委員 着席) 

次に議案第 82 号「農用地利用集積等促進計画（配分）(案)」を上程し

ます。 

事務局の説明を求めます。 

64 ページをご覧ください。 

議案第 82 号「農用地利用集積等促進計画（配分）（案）」について議案

書をもとに説明します。 

農地中間管理事業の推進に関する法律第 19 条第 3 項の規定により、山

陽小野田市長から意見を求められている案件は、整理番号 54 及び 55

で、2 件、2 筆、5,429 ㎡でございます。 

ご審議をお願いします。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたら採決に入ります。 

賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により、議案第 82 号は原案どおり了承することとします。 

次に報告第 32 号「非農地判定による通知について」事務局の説明を求

めます。 

65 ページを御覧ください。 

報告第 32 号、この度行う非農地判定による通知は、番号 2、24 筆、

24,692 ㎡で、所有者数は 19 人です。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたら報告第 32 号は原案どおり処理いたします。 

以上で本日の議案及び報告の審査はすべて終了しました。 

次回の現地調査は、１月６日(月)９時から、田中委員、藤井委員でお

願いします。 
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令和 ７ 年   月   日 

 

 

 

山陽小野田市農業委員会 

              会 長                  

 

 

        議事録署名委員 

              ６番委員                 

  

 

        議事録署名委員 

              ７番委員                 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

第１９回総会は、令和７年１月１０日(金)１３時３０分からで、会場

は保健センター集団指導室です。 

以上をもちまして第 18 回山陽小野田市農業委員会総会を終了いたしま

す。 

(起立、礼) 

お疲れ様でした。 

 

午後２時３０分  閉会 


